
 

 

 

2025 年７月 30 日 

お客さま 各位 

 

津波警報発令による営業店舗の臨時休業について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和７年７月３０日に津波警報が発令されたため、下記店舗につきましては

臨時休業とさせていただきます。  

 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げま

す。 

 

記 

 

○臨時休業の対象店舗 

・本店営業部（尾鷲市） 

・海山支店（紀北町） 

・長島支店（紀北町） 

・熊野支店（熊野市） 

 

 

営業再開につきましては、決定次第、改めて当金庫ホームページ等で周知させ

ていただきます。 

また、当金庫ＡＴＭにつきましては通常通り稼働しておりますが、皆様のご安

全を第一にお考え下さい。 

 

以上 

 

 

連絡先 紀北信用金庫 総務課 
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【重要なお知らせ】 


